
 ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）実施要領（令和３年８月 富山県土木部） 

 

１．主旨 

この要領は、ＩＣＴ活用工事を実施するにあたり必要な事項を定める。 

 

２．ＩＣＴ活用工事の概要 

ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの各段階（以下①～⑤）のうち、全てもしくは一部にお

いてＩＣＴ施工技術を活用する工事である。 

① ３次元起工測量 

② ３次元設計データ作成 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

 ただし、②と⑤を必須とし、加えて③、④の少なくともいずれか一方を実施することとする。 

 ※ＩＣＴの活用区分については《表‐１ ＩＣＴの活用区分》を参照。 

 

３．対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象は、以下の工事とする。 

（１）発注者指定型 

原則、土工量が2,000m3 以上で、発注者が選定（特記仕様書に明示）した対象工事に適用

する。 

（２）受注者希望型 

対象工種を含む発注者指定型以外の工事において、受注者からの希望により実施する工事。

ただし、土工量が2,000m3 以上の工事は、発注時において特記仕様書に明示する。ＩＣＴ施

工技術の活用については、契約後、受発注者間協議により決定する。 

 

４．対象工種 

ＩＣＴ活用工事の対象工種は、工事工種体系ツリーにおける次の工種とする。 

（１）浚渫工（バックホウ浚渫船） 

・浚渫船運転工 

 

５．取組内容 

①３次元起工測量 

受注者は、起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）、２）から

選択（複数以上可）して測量を行うものとする。なお、直近の測量成果等での３次元納品

データが活用できる場合等においては、管理断面および変化点の計測による測量が選択で

きるものとし、ＩＣＴ活用とする。 

１）音響測深機器を用いた起工測量 

２）その他の３次元計測技術を用いた起工測量（※） 

 （※）従来の断面管理においてＴＳを用いて測定し、計測点同士をＴＩＮで結合す 

別添６ 



   る方法で断面間を３次元的に補完することを含む。 

②３次元設計データ作成 

受注者は、発注図書や５．①で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うため

の３次元設計データを作成する。 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

受注者は、５．②で得られた３次元設計データを用い、下記１）により施工を実施する。 

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

④３次元出来形管理等の施工管理 

受注者は、５．③による工事の施工管理において、下記１）～３）に示す方法から選択

（複数以上可）して、出来形管理を行うものとする。 

１）音響測深機器を用いた出来形管理 

２）施工履歴データを用いた出来形管理 

３）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

⑤３次元データの納品 

受注者は、５．④による３次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。 

 

６．特記仕様書への記載事項 

発注者は、特記仕様書に「１５.特記仕様書の明示例」を参考に、ＩＣＴ活用工事の対象工

事であることを明示する。 

 

７．ＩＣＴ活用工事の実施に関する協議 

受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容及び対象範囲（原則、本工

事の浚渫工の施工範囲の全てを対象とする）について別紙２のＩＣＴ活用工事計画書【ＩＣＴ

河川浚渫】（様式－３）等により監督員と協議を行い、協議が整った場合にＩＣＴ活用工事を

行うことができる。実施内容等については施工計画書に記載するものとする。ＩＣＴ活用工事

を実施しない場合も、その旨協議を行う。 

 

８．ＩＣＴ機器類の調達 

受注者は、５．①～⑤の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類を調達する。また、施

工に必要なＩＣＴ活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーシ

ョン・ソフト、ファイル形式については、事前に監督員と協議するものとする。 

 

９．３次元設計データの提出 

受注者は、５．①～⑤で使用した３次元設計データを監督員に提出する。 

 

１０．工事成績評定における加点 

ＩＣＴ活用工事を実施した場合、発注者は、創意工夫における【施工】「ＩＣＴ（情報通信

技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事」において評価するものとする。 

 



１１．ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

受注者が円滑にＩＣＴ活用工事を導入し、活用できる環境整備として、以下を実施するもの

とする。 

 

１１－１ 施工管理、監督・検査の対応 

発注者は、ＩＣＴ活用工事を実施するにあたって、国土交通省が定める施工管理要領、監

督検査要領（《表－２ ＩＣＴ活用工事と適用工種》【要領一覧】）に則り、監督・検査を

実施するものとする。 

監督員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めない。 

 

１１－２ 設計データ等の貸与 

発注者は、ＩＣＴ活用工事に必要となる詳細設計において作成したＣＡＤデータ、および

ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関

連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。 

 

１１－３ 工事費の積算 

（１）発注者指定型における積算方法 

発注者は、発注に際して別紙１の「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）積算要領」に基づき積

算を実施するものとする。受注者が、河川浚渫工に関するＩＣＴ活用の実施内容を施工計

画書として発注者に提出・協議がなされ、それぞれの協議が整った場合、ＩＣＴ活用施工

の実施に関わる項目については、各段階を設計変更の対象とし、「ＩＣＴ活用工事（河川

浚渫）積算要領」に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 

受注者が、３次元起工測量及び３次元設計データ作成を行った場合、発注者は、３次元

起工測量経費及び３次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、設計変更時に

計上するものとする。 

 

（２）受注者希望型における積算方法 

発注者は、発注に際して従来通り積算を行い、発注するものとする。ただし、契約後の

協議において受注者からの提案によりＩＣＴ活用工事を実施する場合、ＩＣＴ活用施工を

実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）

積算要領」に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 

受注者が、３次元起工測量及び３次元設計データ作成を行った場合、発注者は、３次元

起工測量経費及び３次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、設計変更時に

計上するものとする。 

 

１２．現場研修会等の実施 

受注者は、発注者から指示があった場合は、ＩＣＴ活用工事の推進を目的とした現場研修会

等を実施するものとする。 

 

 



１３．ＩＣＴ活用工事における工事完成図書の電子納品について 

３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品については、国土交通省が策定した

各要領に準拠するとともに、富山県電子納品運用ガイドラインによるものとする。 

 

１４．アンケート 

 受注者は、工事完成検査までに、別紙３のＩＣＴ活用工事アンケートを提出する。 

 

１５．特記仕様書への明示例 

 発注者は、特記仕様書には、次のとおり明示する。 

（１）発注者指定型の場合 

第○○条 ＩＣＴ活用工事（発注者指定型）について 

１ 本工事は、ＩＣＴの活用を図るため、受注者の協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、

検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について、全てもしくは一部で３次元データを活用するＩ

ＣＴ活用工事（発注者指定型）の対象工事である。 

２ ＩＣＴ活用工事の実施にあたっては、ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）実施要領（令和 ３ 年８月 富山県土木

部）に基づくものとする。この実施要領は、富山県のホームページの『ＩＣＴ活用工事 についてのお知らせ』

から入手できる。 （https://www.pref.toyama.jp/1510/sangyou/nyuusatsu/koukyoukouji/kj00018813.html） 

３ 受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容及び対象範囲についてＩＣＴ活用工事計画

書【ＩＣＴ河川浚渫】（様式－３）等により監督員と協議を行い、協議が整った場合にＩＣＴ活用工事を行う

ことができる。ＩＣＴ活用工事を実施しない場合も、その旨協議を行う。 

４ 受注者は、試行の効果を検証するためのアンケート調査に協力するものとする。 

 

（２）受注者希望型の場合（土工量が2,000m3 以上の工事） 

第○○条 ＩＣＴ活用工事（受注者希望型）について 

１ 本工事は、ＩＣＴの活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来

形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について、全てもしくは一部で３次元データを活

用するＩＣＴ活用工事（受注者希望型）の対象工事である。 

２ ＩＣＴ活用工事の実施にあたっては、ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）実施要領（令和３年８月 富山県土木部）

に基づくものとする。この実施要領は、富山県のホームページの『ＩＣＴ活用工事 についてのお知らせ』か

ら入手できる。 （https://www.pref.toyama.jp/1510/sangyou/nyuusatsu/koukyoukouji/kj00018813.html） 

３ 受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容及び対象範囲についてＩＣＴ活用工事計画

書【ＩＣＴ河川浚渫】（様式－３）等により監督員と協議を行い、協議が整った場合にＩＣＴ活用工事を行う

ことができる。 

４ 受注者は、試行の効果を検証するためのアンケート調査に協力するものとする。 

 

（３）受注者希望型の場合（土工量が2,000m3 未満の工事） 

  明示なし 

 

 

 



１６．その他 

本要領に定めのない事項又は本要領に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者で協議の

上、これを定めるものとする。 

 

附則 

この要領は、平成 30年４月１日以降に公告又は指名通知を行う工事から適用する。 

附則 

この要領は、平成 31年４月１日以降に作成する設計書から適用する。 

附則 

この要領は、令和２年４月１日以降に作成する設計書から適用する。 

附則 

この要領は、令和３年４月１日以降に作成する設計書から適用する。 

附則 

この要領は、令和３年８月１５日以降に作成する設計書から適用する。 

 

《表－１ ＩＣＴの活用区分について》 

 

施工プロセス区分 
ＩＣＴ 

全活用 

ＩＣＴ導入型 

ﾀｲﾌﾟⅠ ﾀｲﾌﾟⅡ ﾀｲﾌﾟⅢ ﾀｲﾌﾟⅣ ﾀｲﾌﾟⅤ 

①３次元起工測量 ○ ○ ― ― ○ ― 

②３次元設計データ作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

③ＩＣＴ建設機械による施工 ○ ○ ○ ○ ― ― 

④３次元出来形管理等の施工管理 ○ ― ○ ― ○ ○ 

⑤３次元データの納品 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

《表－２ ＩＣＴの活用工事と適用工種》 

 

 


